         令和８年１月
【突然の訪問で「点検します」と言われたら】

【相　談】
先日、「床下換気扇の点検に来た」と業者が訪ねてきた。２０年以上前に、亡くなった両親が設置したという。自分では分からないと断ったが、「漏電が心配だ」と強く言われ、点検を承諾した。結局、「今は使われていない」と言って帰ったが、また訪問されたらどうしたらよいか。
【アドバイス】
床下換気扇のほか、太陽光発電システム、屋根工事、給湯器などの商品について、突然、事業者が「点検します」と訪問してきたという相談が寄せられています。　
床下や屋根など、不具合があるのか消費者が安易に確認できない部分について、事業者から、「公的機関から委託された」「点検が義務化された」などと、もっともらしいことを言われると、点検を承諾してしまいがちです。
中には点検後に、「このままでは危険」などと不安をあおり、強引に工事や修繕等の契約をさせようとする事業者もいます。いわゆる「点検商法」といわれる悪質な商法で注意が必要です。今回のように事業者の再訪が心配な場合は、家族とも話し合い、あらかじめ対応を決めておき、工事などが不要な場合は訪問をきっぱりと断りましょう。
トラブルを防ぐために、まずは突然訪問してくる事業者を安易に家に入れないようにしましょう。点検を承諾する際は、事業者の話をうのみにせず、せかされてもその場で契約しない事が大切です。床下や屋根、水回り等の工事は、信頼できる複数の事業者から見積りを取り、工事内容や価格、必要性等を納得してから契約しましょう。
「訪問販売」に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。速やかにクーリング・オフ通知を出しましょう。

消費者ホットライン　　☎局番なしの１８８（泣き寝入りはいやや！）・・・お近くの消費生活センター等につながります。
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